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厚 生 労 働 省 老 健 局 介 護 保 険 計 画 課 
貴関係諸団体に速やかに送信いただきます 

ようよろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各保険者介護保険担当課（室） 御中 

← 厚生労働省 老健局 介護保険計画課 

今回の内容 

①「東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対す

る利用料の免除等の運用について」の一部改正について 

② 東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対す

る介護保険施設等の食費及び居住費等に関する補助の取

扱いについて 

③東日本大震災により被災した被保険者に対する利用者負

担の免除等の措置に係る 7 月 1 日以降の取扱いの周知に

ついて 

計 28 枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線 216４、2260) 

FAX : 03-3503-2167 
 

 



 

 

  老介発０６２７第１号 

     平成２３年６月２７日 

 

 

各都道府県介護保険主管部（局）長 殿 

 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課長 

 

 

 

 

「東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する 

利用料の免除等の運用について」の一部改正について 

 

 

東日本大震災により被災された介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用に

ついては、「東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の

運用について」（平成 23 年５月 16日老介発 0516第１号。以下「課長通知」という。）で

示したところである。 

今般、平成 23 年６月 16 日に、原子力災害対策本部が事故発生後 1 年間の積算線量が

２０mSv を超えると推定される「特定避難勧奨地点」を定め、そこに居住する住民の方

に対する注意喚起、避難の支援や促進を行う方針を示したことを踏まえ、介護保険関係

の特例措置についても適用となるよう、別添のとおり改正するので、管内市町村（特別

区を含む）のほか、被保険者、介護サービス事業者、関係団体等関係各方面へ確実に伝

達されるよう周知徹底に特段の御配意をお願いする。 

  

 

写 



 

1 

（別添） 

 

改正後（新） 改正前（旧） 

第１ 利用料の免除の取扱いについて 

 １ 利用料免除の対象者について 

（１） 

①～⑦ （略） 

⑧ 特定避難勧奨地点（原子力災害特別措置法第 17

条第 8項の規定により設置された原子力災害現地

対策本部の長が、事故発生後 1年間の積算線量が

20mSvを超えると推定されるとして特定した住居

をいう。以下同じ。）に居住しているため、避難を

行っている者 

（２）次のような者は、（１）①から⑧までに掲げる被

保険者に準じて利用料免除の対象者として差し支

えない。なお、認定に当たり市町村は、被災者救済

の観点から個々の事例に応じて社会通念上適切に

判断するようお願いする。 

① （略） 

② 原子力災害対策特別措置法第 15条第３項の規

定による、避難のための立退き若しくは屋内への

退避に係る内閣総理大臣の指示があった日、同法

第１ 利用料の免除の取扱いについて 

 １ 利用料免除の対象者について 

（１） 

    ①～⑦ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（２）次のような者は、（１）①から⑦までに掲げる被

保険者に準じて利用料免除の対象者として差し支

えない。なお、認定に当たり市町村は、被災者救済

の観点から個々の事例に応じて社会通念上適切に

判断するようお願いする。 

① （略） 

② 原子力災害対策特別措置法第 15 条第３項の規

定による、避難のための立退き若しくは屋内への

退避に係る内閣総理大臣の指示があった日又は同
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第 20条第３項の規定による、計画的避難区域及び

緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策

本部長の指示があった日又は特定避難勧奨地点と

して特定した旨の通知があった日以降に、新たに

結婚その他これに準ずる理由により、免除措置を

受ける世帯に属することとなった者  

（３） （略） 

 

 ２ 利用料免除の適用期間について 

（１）１の利用料免除は、平成 23年３月 11日（１（１）

⑥又は⑦に該当する被保険者については、指示があ

った日、⑧に該当する被保険者については、特定避

難勧奨地点として、特定した旨の通知があった日か

ら、１（２）①又は②に該当する被保険者について

は免除を受ける世帯に属することとなった日）か

ら、局長通知第三の一の①に定めるとおり、平成 24

年２月 29日までの間において厚生労働大臣が定め

る日までの間に１に規定する利用料免除の対象者

（以下「免除対象被保険者」という。）が受けた介

護サービスについて適用するものとする。ただし、

１（１）③に該当する被保険者については、同日ま

での間において主たる生計維持者の行方が明らか

法第 20条第３項の規定による、計画的避難区域及

び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対

策本部長の指示があった日以降に、新たに結婚そ

の他これに準ずる理由により、免除措置を受ける

世帯に属することとなった者 

 

（３） （略） 

 

 ２ 利用料免除の適用期間について 

（１）１の利用料免除は、平成 23 年３月 11日（１（１）

⑥又は⑦に該当する被保険者については、指示があ

った日、１（２）①又は②に該当する被保険者につ

いては免除を受ける世帯に属することとなった日）

から、局長通知第三の一の①に定めるとおり、平成

24年２月 29日までの間において厚生労働大臣が定

める日までの間に１に規定する利用料免除の対象

者（以下「免除対象被保険者」という。）が受けた

介護サービスについて適用するものとする。ただ

し、１（１）③に該当する被保険者については、同

日までの間において主たる生計維持者の行方が明

らかとなるまでの間に受けた介護サービスについ

て、１（１）⑥若しくは⑦又は（２）②に該当する
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となるまでの間に受けた介護サービスについて、１

（１）⑥、⑦若しくは⑧又は（２）②に該当する被

保険者であって同日までの間において当該指示又

は特定が解除されたものについては、別途定める日

までの間に受けた介護サービスについて、それぞれ

適用するものとする。 

（２） （略） 

 

 ３ 免除証明書について 

（１）～（６） （略） 

（７）１（１）⑧に該当するものについては、市町村が

避難した世帯に対して被災証明書を発行する際に

併せて免除証明書の交付が可能となるよう、関係部

署と十分連携を図ること。 

 

 ４ 利用料免除の申請手続きについて 

（１） （略） 

（２） （略） 

①～⑤ （略） 

⑥ 特定避難勧奨地点として原子力災害現地対策

本部の長の特定の対象となっている場合 

 原子力災害現地対策本部の長が特定避難勧奨地

被保険者であって同日までの間において当該指示

が解除されたものについては、別途定める日までの

間に受けた介護サービスについて、それぞれ適用す

るものとする。 

 

 

（２） （略） 

 

 ３ 免除証明書について 

（１）～（６） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 ４ 利用料免除の申請手続きについて 

（１） （略） 

（２） （略） 

①～⑤ （略） 

（新設） 
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点として特定した住居に居住しているため、避難

を行っていることが確認できるもの 

（３）～（５） （略） 

 

 ５ （略） 

 

第２ 食費及び居住費等に関する補助の取扱いについて 

 １ （略） 

  

 ２ 食費及び居住費等に関する補助の適用期間について 

（１）１の食費及び居住費等に関する補助は、平成 23年

３月 11日（第１の１（１）⑥又は⑦に該当する被保

険者については指示があった日、⑧に該当する被保

険者については、特定避難勧奨地点として、特定し

た旨の通知があった日、第１の１（２）①又は②に

該当する被保険者については、免除を受ける世帯に

属することとなった日）から、局長通知第三の一の

２①、３①及び４①に定めるとおり、平成 24年２月

29 日までの間において厚生労働大臣が定める日まで

の間に、免除対象被保険者が受けた特定介護サービ

ス、特定介護予防サービス又は旧措置入所者に係る

指定介護福祉施設サービスについて適用する。 

 

 

（３）～（５） （略） 

 

 ５ （略） 

 

第２ 食費及び居住費等に関する補助の取扱いについて 

 １ （略） 

 

 ２ 食費及び居住費等に関する補助の適用期間について 

（１）１の食費及び居住費等に関する補助は、平成 23

年３月 11 日（第１の１（１）⑥又は⑦に該当する

被保険者については指示があった日、第１の１（２）

①又は②に該当する被保険者については、免除を受

ける世帯に属することとなった日）から、局長通知

第三の一の２①、３①及び４①に定めるとおり、平

成 24年２月 29日までの間において厚生労働大臣が

定める日までの間に、免除対象被保険者が受けた特

定介護サービス、特定介護予防サービス又は旧措置

入所者に係る指定介護福祉施設サービスについて

適用する。 
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（２） （略） 

 

 ３ 認定証について 

（１）（略） 

（２）その他の取扱いについては、第１の３（２）から

（７）までに定める取扱いに準じる。 

 

４～６（略） 

 

第３ 利用料の免除等に要する費用に対する財政支援につ

いて 

東日本大震災における利用料の免除並びに食費及び

居住費等の補助に係る保険者の対応については、第一次

補正予算に計上された介護保険災害臨時特例補助金に

より国庫補助を行うこととし、交付要綱は別途通知す

る。 

 

第４ 保険料の減免に要する費用に対する財政支援につい

て 

東日本大震災による被害を受けたことにより保険料

を減免された被保険者の減免額については、第一次補正

予算に計上された介護保険災害臨時特例補助金により

（２） （略） 

 

 ３ 認定証について 

（１）（略） 

（２）その他の取扱いについては、第１の３（２）から

（６）までに定める取扱いに準じる。 

 

４～６ （略） 

 

第３ 利用料の免除等に要する費用に対する財政支援につ

いて 

東日本大震災における利用料の免除並びに食費及び

居住費等の補助に係る保険者の対応については、第一次

補正予算に計上された介護保険特別対策費補助金によ

り国庫補助を行うこととし、交付要綱は別途通知する。 

 

 

第４ 保険料の減免に要する費用に対する財政支援につい

て 

東日本大震災による被害を受けたことにより保険料

を減免された被保険者の減免額については、第一次補正

予算に計上された介護保険特別対策費補助金により国
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国庫補助を行うこととし、国庫補助の算定に当たっての

基準は別途通知する。 

庫補助をこととし、国庫補助の算定に当たっての基準は

別途通知する。 
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（改正後全文） 

老介発０５１６第１号 

平成２３年５月１６日 

 

 

各都道府県介護保険主管部（局）長 殿 

 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課長 

 

 

 

 

東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する 

利用料の免除等の運用について 

 

 

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成 23年法律第

40 号。以下「震災特別法」という。）等の施行に伴う介護保険法（平成９年法律第 123号）

等の規定の特例の内容については、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助

成に関する法律における介護保険関係規定等の施行について」（平成 23 年５月２日付け老

発 0502 第１号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。）において示されてい

るところであるが、今般の東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用

料の免除等の特例措置につき、その運用に当たっての留意事項を下記のとおり通知するの

で、当該特例措置が被災した介護保険の被保険者に遺漏なく適用されるよう、管内市町村

（特別区を含む。以下同じ。）のほか、被保険者、介護サービス事業者、関係団体等関係各

方面へ確実に伝達されるよう周知徹底に特段の御配意をお願いする。 

  

 

記 

 

第１ 利用料の免除の取扱いについて 

 １ 利用料免除の対象者について 

 （１）次に該当する被保険者は、介護保険法第 50 条又は第 60 条の規定による利用料免

除の対象者として差し支えない。 

   ① 平成 23 年３月 11 日に震災特別法第２条第３項に規定する特定被災区域に住所

を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、当該者

若しくはその属する世帯の生計を主として維持する者が住宅、家財若しくはその

他の財産について著しい損害を受けた者又は被災者生活再建支援法（平成 10年法

律第 66号）第２条第２号ハに規定する長期避難世帯に属する者 
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② 平成23年３月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震

災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者（世

帯主を想定しているが、所得に関する証明書等により、生計維持関係が判別でき

る場合は、柔軟に判断して差し支えない。以下同じ。）が死亡し、又は心身に重大

な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した者 

③ 平成23年３月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震

災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行

方が不明である者 

④ 平成23年３月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震

災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業

務を廃止し、又は休止した者 

⑤ 平成23年３月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震

災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失

職し、現在収入がない者 

⑥ 原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第15条第３項の規定による、

避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であ

るため避難又は退避を行っている者 

 ※ 指示があった日は、現時点では、以下のとおりである。 

福島第１原子力発電所から半径10㎞圏内の地域    ３月11日 

   福島第１原子力発電所から半径10～20㎞圏内の地域  ３月12日 

   福島第２原子力発電所から半径10㎞圏内の地域    ３月12日 

   福島第１原子力発電所から半径20㎞～30㎞圏内の地域 ３月15日 

⑦ 原子力災害対策特別措置法第20条第３項の規定による、計画的避難区域及び緊

急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている

者 

 ※ 指示があった日は、現時点では、４月22日である。 

⑧ 特定避難勧奨地点（原子力災害特別措置法第17条第8項の規定により設置された

原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると

推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。）に居住しているため、避難を

行っている者 

 （２）次のような者は、（１）①から⑧までに掲げる被保険者に準じて利用料免除の対象

者として差し支えない。なお、認定に当たり市町村は、被災者救済の観点から個々

の事例に応じて社会通念上適切に判断するようお願いする。 

   ① 平成 23 年 3 月 11 日以降に新たに結婚その他これに準ずる理由により、免除措

置を受ける世帯に属することとなった者 

② 原子力災害対策特別措置法第 15条第３項の規定による、避難のための立退き若

しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示があった日、同法第 20条第３項の

規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対

策本部長の指示があった日又は特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があっ

た日以降に、新たに結婚その他これに準ずる理由により、免除措置を受ける世帯
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に属することとなった者  

（３）（１）及び（２）に該当する被保険者であって、平成23年３月11日以降に特定被

災区域から他の市町村に転入した者についても、利用料免除の対象者とする。 

 

 ２ 利用料免除の適用期間について 

 （１）１の利用料免除は、平成23年３月11日（１（１）⑥又は⑦に該当する被保険者に

ついては、指示があった日、⑧に該当する被保険者については、特定避難勧奨地点

として、特定した旨の通知があった日から、１（２）①又は②に該当する被保険者

については免除を受ける世帯に属することとなった日）から、局長通知第三の一の

①に定めるとおり、平成24年２月29日までの間において厚生労働大臣が定める日ま

での間に１に規定する利用料免除の対象者（以下「免除対象被保険者」という。）が

受けた介護サービスについて適用するものとする。ただし、１（１）③に該当する

被保険者については、同日までの間において主たる生計維持者の行方が明らかとな

るまでの間に受けた介護サービスについて、１（１）⑥、⑦若しくは⑧又は（２）

②に該当する被保険者であって同日までの間において当該指示又は特定が解除され

たものについては、別途定める日までの間に受けた介護サービスについて、それぞ

れ適用するものとする。 

 （２）（１）の厚生労働大臣が定める日は、現在のところ平成24年２月29日を予定してい

る。 

 

 ３ 免除証明書について 

 （１）免除対象被保険者は、介護サービス事業者から介護サービスを受ける際に、利用

料免除証明書（以下「免除証明書」という。）を被保険者証に添えて当該介護サービ

ス事業者に提示しなければならない。 

※ 免除証明書の様式については、各市町村において用いられているものを利用し

ていただきたい。 

（２）免除対象被保険者は、あらかじめ市町村に対して申請を行い、免除証明書の交付

を受けるものとする。 

（３）（１）にかかわらず、市町村による免除証明書の発行準備のため、「３月11日に東

北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応に

ついて」（平成23年３月11日付け厚生労働省老健局総務課ほか事務連絡）及び「東北

地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いにつ

いて」（平成23年３月17日、22日、23日及び24日並びに４月22日付け厚生労働省老健

局介護保険計画課ほか事務連絡）により行われている利用料の支払猶予の取扱いを

平成23年６月末日まで継続することとし、この間に市町村は免除証明書を速やかに

発行するよう努め、同年７月１日以降については、免除対象被保険者は被保険者証

に免除証明書を添えて介護サービスを受けるものとする。 

（４）支払猶予期間中、利用料の支払猶予を受けて介護サービスを受けた免除対象被保

険者の費用の支払いについては、免除証明書を提示して介護サービスを受けたもの

と同様の取扱いとすること。 
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（５）（１）から（３）までにかかわらず、著しい行政機能の障害があることや、大部分

の住民が避難指示等の対象となり行政事務が混乱していること等の理由により、平

成23年６月末日までに免除証明書を発行することが困難である旨の申出を行った市

町村（震災特別法第２条第２項に定める特定被災地方公共団体に限る。）の免除対象

被保険者については、同年７月１日以降も当分の間、利用料の支払猶予を継続する

ので、該当する市町村は、別添様式第１により、同年５月25日までに、県を通じて

厚生労働省老健局介護保険計画課に連絡をお願いする。 

※ なお、免除証明書の交付に当たっては、申請手続の完了を待つことなく交付す

ることを可能にするなど市町村の事務手続きの簡素化を図っているところであり、

また免除証明書の交付は被保険者及び介護サービス事業者の負担軽減に資するこ

とも考慮し、この特例的な取扱いの申出は、やむを得ない場合に限ること。 

  また、申出当初に予定されていた免除証明書の交付完了時期を変更する必要が

生じた場合においては、交付完了時期を早めるときは、変更後の交付完了時期の

属する月の前々月の末日までに、交付完了時期を遅らせるときは、当初の交付完

了時期の属する月の前々月の末日までに、変更後の交付完了時期を別記様式第１

に記載の上、再度、県を通じて当課に申し出る。 

（６）（５）の申出を行った市町村のうち、その全域が１（１）⑥又は⑦の指示の対象地

域となっているものについては、被保険者が介護サービス事業者において被保険者

証を提示すれば、当該被保険者証に記載された住所により、介護サービス事業者が

免除対象被保険者であることが判断可能であることから、被保険者証の提示により

免除証明書の提示に代えることができる。 

※ 現時点では、福島県広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江

町、葛尾村及び飯舘村が当該市町村に該当している。 

（７）１（１）⑧に該当するものについては、市町村が避難した世帯に対して被災証明

書を発行する際に併せて免除証明書の交付が可能となるよう、関係部署と十分連携

を図ること。 

 

 ４ 利用料免除の申請手続について 

 （１）利用料免除の申請手続は、介護保険法第50条又は第60条の規定による利用料の減

免を受けるに当たり必要な手続と同様とする。 

ただし、り災証明書等を交付しているため被災事実を把握している等の場合は、

申請に当たり必要な添付書類等を省略する等の柔軟な取扱いを行って差し支えない。 

 （２）免除対象被保険者に該当する旨を証明する書類には次のようなものが考えられる。 

   ① 当該者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が住宅、家財又はその

他の財産について著しい損害を受けた場合 

     り災証明書・被災証明書（ただし、航空写真を活用して全壊と判定したことが

確認できる場合や、１（１）①に規定する市町村に住所を有していた世帯につい

て長期避難世帯として取り扱う場合であって当該市町村に住所を有していること

が確認できるときは、書類の提出を要しない。） 
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   ② 主たる生計維持者が死亡又は心身に重大な障害を負った場合 

    イ 主たる生計維持者が死亡した場合 

     ⅰ り災証明書・被災証明書 

     ⅱ ⅰにその旨の記載がない場合は、死亡診断書 

ⅲ ⅱのみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準じる医師による証明

書 

ⅳ 警察の発行する死体検案書 

    ロ 主たる生計維持者が心身に重大な障害を負った場合 

      医師の診断書 

   ③ 主たる生計維持者の行方が不明である場合 

     警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの 

④ 東日本大震災により主たる生計維持者が業務を廃止し、若しくは休止し、又は

失職し現在収入がない場合 

    ⅰ 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの（廃業証明書、休

業損害証明書等） 

    ⅱ 主たる生計維持者による申立書及び事業主等による証明書（公的に発行され

る書類による確認が困難な場合に限る。） 

   ⑤ 原子力災害対策特別措置法第 15 条第３項の規定による避難のための立退き若

しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しく

は退避を行っている場合、又は同法第 20 条第３項の規定による計画的避難区域及

び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となって

いる場合 

     避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの（市町村にお

いて対象地域に住所を有していたことが確認できる場合は書類の添付を要しな

い。） 

⑥ 特定避難勧奨地点として原子力災害現地対策本部の長の特定の対象となってい

る場合 

 原子力災害現地対策本部の長が特定避難勧奨地点として特定した住居に居住し

ているため、避難を行っていることが確認できるもの 

 

 （３）（２）に掲げる書類の入手が困難である場合には、申請者による申立てを認める。

この場合、親類又は知人による証明を受けることが好ましい。 

（４）平成23年６月末日までは利用料の支払猶予の取扱いが継続されるが、同年７月１

日以降は、免除証明書を介護サービス事業者に提出しない場合には利用料の支払い

が必要となる。この免除証明書交付の申請について、被保険者に対して十分な周知

の徹底に努められたい（ただし、３（５）により平成23年７月１日以降も利用料の

支払猶予を行う市町村を除く。）。 

 （５）（１）による免除申請を受けた市町村は、免除対象被保険者である旨の認定を行っ

た場合には、免除証明書を当該認定に係る被保険者に対して交付する。また、免除

証明書を交付する際には、当該認定に係る被保険者に対し、介護サービス事業者に
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おいて介護サービスを受ける際に被保険者証に添えて当該免除証明書を提示するよ

う指導するとともに、次に掲げる事項について周知をお願いする。 

   ① 介護サービス事業者に免除証明書を提示した場合に、利用料の免除がされる。 

   ② 被保険者証の記載事項に変更があったときは、被保険者証の記載事項の変更と

併せ免除証明書の記載事項について変更を行う必要がある。 

   ③ 免除証明書を喪失等した場合には、その再交付を受ける必要がある。 

   ④ 被保険者資格を喪失した場合や免除対象被保険者に該当しなくなった場合、免

除証明書の有効期限に達した場合には、免除証明書を返還しなければならない。 

 

 ５ 利用料の還付について 

 （１）次に掲げる者が介護サービス事業者から介護サービスを受けた際に当該介護サー

ビス事業者に支払った利用料については、市町村に申請を行うことにより、市町村

から還付を受けることができるものとする。ただし、既に高額介護サービス費の支

給を受けている場合等においては、市町村は、当該支給額を控除した額を還付する

ものとする。 

① 平成23年６月末日までの支払猶予期間に１（１）から（３）までのいずれかに

該当していたが、利用料の支払いを行った者 

② 支払猶予期間の終了後であって、市町村の事情によって免除証明書の交付を受

けていない免除対象被保険者その他の免除証明書を介護サービス事業者に提示し

なかったことがやむを得ないと認められる免除対象被保険者 

 （２）（１）により利用料の還付を受けようとする者は、申請書に理由を記載した上で市

町村に申請し、当該申請書には、介護サービス事業者が発行した領収証又は既に支

払った利用料の額を確認できる書類を添付する。 

（３）（２）の申請書の提出と併せて利用料免除の申請がなされた場合においては、市町

村は、当該申請者が免除対象被保険者に該当すると認めた場合であって免除措置の

期間内であるときは、免除証明書の発行を行う。 

 

第２ 食費及び居住費等に関する補助の取扱いについて 

 １ 食費及び居住費等に関する補助の対象者について 

   震災特別法第 90 条から第 92 条までの規定による食費及び居住費等に関する補助の

対象者は、局長通知第三の一の２①、３①及び４①に定めるとおり、免除対象被保険

者とする。 

 

 ２ 食費及び居住費等に関する補助の適用期間について 

（１）１の食費及び居住費等に関する補助は、平成23年３月11日（第１の１（１）⑥又

は⑦に該当する被保険者については指示があった日、⑧に該当する被保険者につい

ては、特定避難勧奨地点として、特定した旨の通知があった日、第１の１（２）①

又は②に該当する被保険者については、免除を受ける世帯に属することとなった日）

から、局長通知第三の一の２①、３①及び４①に定めるとおり、平成24年２月29日

までの間において厚生労働大臣が定める日までの間に、免除対象被保険者が受けた
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特定介護サービス、特定介護予防サービス又は旧措置入所者に係る指定介護福祉施

設サービスについて適用する。 

 （２）（１）の厚生労働大臣が定める日は、現在のところ平成23年８月31日を予定してい

るが、この日付は第１の１（１）①に規定する市町村における災害救助法（昭和22

年法律第118号）による救助の実施状況如何により延長されることがあり得る。延長

された場合においては、その時点で通知することとしているが、その際、再度、期

限について周知徹底をお願いする。 

 

 ３ 認定証について 

 （１）１に規定する食費及び居住費等に関する補助の対象者は、介護保険施設等、特定

介護予防サービス事業者又は特定介護老人福祉施設から特定介護サービス、特定介

護予防サービス又は旧措置入所者に係る指定介護福祉施設サービスを受ける際に、

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省

関係規定の施行等に関する省令（平成23年厚生労働省令第57号。以下「震災特別省

令」という。）第30条第３項（第31条及び第32条において準用する場合を含む。）に

規定する認定証（別添様式第２）を被保険者証に添えて当該介護保険施設等、特定

介護予防サービス事業者又は特定介護老人福祉施設に提示しなければならない。 

 （２）その他の取扱いについては、第１の３（２）から（７）までに定める取扱いに準

じる。 

 

 ４ 食費及び居住費等に関する補助の申請手続について 

 （１）食費及び居住費等に関する補助の申請手続は、震災特別省令第30条から第32条ま

でに定めるところによる。 

   ※ 申請書の様式については、別添様式第３を適宜活用いただきたい。 

ただし、り災証明書等を交付しているため被災事実を把握している等の場合は、

申請に当たり必要な添付書類等を省略する等の柔軟な取扱いを行って差し支えない

こと。また、食費及び居住費等に関する補助の申請手続について第１の３に定める

利用料免除の申請手続と一体的に行う等、申請を行う被保険者の負担の軽減に努め

るようお願いする。 

 （２）その他の取扱いについては、第１の４（２）から（５）までに定める取扱いに準

じる。 

 

 ５ 食費及び居住費等の還付について 

   食費及び居住費等の還付については、第１の５に定める取扱いに準じる。 

  

６ 事業者への支払について 

食費及び居住費等の補助を行う場合には、事業者による代理受領の方法をとること

により利用者の負担軽減を図られたいが、当該補助に係る事業者による市町村への請

求方法等についての詳細は別途通知する。 
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第３ 利用料の免除等に要する費用に対する財政支援について 

東日本大震災における利用料の免除並びに食費及び居住費等の補助に係る保険者の

対応については、第一次補正予算に計上された介護保険災害臨時特例補助金により国

庫補助を行うこととし、交付要綱は別途通知する。 

  

第４ 保険料の減免に要する費用に対する財政支援について 

東日本大震災による被害を受けたことにより保険料を減免された被保険者の減免額

については、第一次補正予算に計上された介護保険災害臨時特例補助金により国庫補

助を行うこととし、国庫補助の算定に当たっての基準は別途通知する。 

 



 
 

事  務  連  絡 

平成２３年６月３０日 

 

各都道府県介護保険担当主管部（局） 御中 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課  

 

 

東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する介護保険 

施設等の食費及び居住費等に関する補助の取扱いについて 

 

東日本大震災の被災等への必要な介護保険サービスの確保については、多大なご配慮、

ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する介護保険施設等の食費及

び居住費等の減免の特例については、「東日本大震災により被災した介護保険の被保険

者に対する利用料の免除等の運用について」（平成 23 年５月 16 日付け老介発 0516 第

１号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知。以下「課長通知」という。）において示

されているところですが、課長通知第２の６において別途通知することとされていた食

費及び居住費等に関する補助に係る事業者による市町村への請求方法等について、今般、

下記のとおり取り扱うこととしましたので、管内市町村（特別区を含む。以下同じ。）、

サービス事業所等に周知を図るようお願いします。 

 

記 

 

１ 国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）を経由して補助を行う場合の

方法（別添１「実際の流れのイメージ（国保連を経由する場合）」参照） 

（１）国保連への請求に当たっての留意事項 

介護保険施設等の食費及び居住費等に係る補助（以下「補助」という。）につい

ては、既存の枠組みを活用して、国保連を経由して請求及び支払を行うことを可能

にする。具体的には、事業者は食費及び居住費等の補助対象者（以下「補助対象者」

という。）について、既存の特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サ

ービス費（以下「特定入所者介護サービス費等」という。）の請求様式を使用し、

特定入所者介護サービス費等の負担限度額の欄に「０」、利用者負担額の欄に「０」

を記載した上で国保連に請求を行うこととし、国保連は、補助に係る費用の支払を

含めて特定入所者介護サービス費等として支払を行うこととすること。 

事業者が所得段階第４段階の者（以下「第４段階の者」という。）について特定

入所者介護サービス費等の請求をする場合は、国保連のシステムにおいてエラーが



 
 

発生するため、市町村は、補助対象者のうち第４段階の者を事前に特定入所者介護

サービス費等の対象者とした受給者異動連絡票情報を国保連に送付する。ただし、

事務処理上、受給者異動連絡票情報を事前に国保連に送付することが難しい場合に

は、エラーとなった請求書を抽出し、市町村と国保連において調整の上、補助対象

者の受給者異動連絡票を作成することにより対応することも可能とする。 

 

（２）補助金及び負担金の請求 

国保連から市町村に対し、補助対象者と想定される者の氏名等を記載したリスト

（別添２参照）が提供される。市町村はリストの内容を確認の上、補助に係る費用

を算定し、当該費用を国へ請求する。なお、国、都道府県、社会保険診療報酬支払

基金への保険給付に係る負担金の請求に際しては、補助に係る費用を控除した上で

行うことに注意されたい。 

 

２ 事業者又は補助対象者に直接補助を行う場合の方法 

市町村は、事業者又は補助対象者からの申請に基づき補助を行い、当該補助に係る

費用を国に請求する。なお、当該請求の様式を参考までにお示しするので、適宜活用

されたい。（参考様式１、参考様式２） 

 

３ 概算請求が行われている場合の補助に係る費用の算定方法 

事業者が概算請求により介護報酬の請求を行った場合であって、当該事業者が食費

及び居住費等の自己負担分を補助対象者から徴収している場合は、補助対象者から申

請のあった額を補助に係る費用とし、市町村は、当該額を国に請求する。 
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⑨ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 市町村は、補助対象者のうち第４段階の者について、事前に特定入所者介護（介護予

防）サービス費の対象者とした受給者異動連絡票情報を国保連に送付。ただし、事務処

理上、受給者異動連絡票情報を事前に国保連に送付することが難しい場合には、エラー

となった請求書を抽出し、市町村と国保連において調整の上、補助対象者の受給者異

動連絡票を作成することにより対応することも可能とする。なお、第１～３段階の補

助対象者分についても同様の取扱いとする。 

② 事業者は、補助対象者の食費及び居住費等の自己負担分も含めて国保連に請求。 

③ 国保連は、補助対象者のリストを市町村に送付の上、補助対象者の食費及び居住費等

の自己負担分も含めて特定入所者介護（介護予防）サービス費として、市町村に請求。 

④ 市町村は、補助対象者の食費及び居住費等の自己負担分も含めて特定入所者介護（介

護予防）サービス費として、国保連に支払い。 

⑤ 国保連は、事業者に対して食費及び居住費等の自己負担分も含めて支払い。 

⑥ 市町村は、補助に係る経費を国に請求。 

⑦ 国は、補助に係る経費を市町村に支払い。 

⑧ 市町村は、補助に係る経費を控除した額を保険給付に要する費用に係る負担金として、

国、都道府県及び社会保険診療報酬支払基金に請求。 

⑨ 国、都道府県及び社会保険診療報酬支払基金は、市町村からの請求に基づき、負担金

を支払い（精算）。 

事業者 国保連 

 

 

市町村 

 

国 

都道府県等 

（別添１） 

実際の流れのイメージ（国保連を経由する場合） 



保険者番号
保険者名

食事 個室 準個室
従来型

特
従来型
老・療

多床室
サービス
コード

台帳
有無

日数
被保険者

番号
被保険者名 事業所番号 様式

費用額
合計

自己負担
相当額

特入
申請
区分

サー
ビス
区分

震災前
負担

限度額

費用
単価

特定入所者介護負担限度額(平成23年2月末時点）

（
別
添

２
）

負担限度額が０円となった受給者の猶予された負担限度相当額一覧表（負担軽減対象者）
平成  年  月サービス分

利用者負担相当額合計対象レセプト件数合計猶予受給者数合計



保険者番号
保険者名

食事 個室 準個室
従来型

特
従来型
老・療

多床室

負担限度額が０円となった受給者の猶予された負担限度相当額一覧表（一般）
平成  年  月サービス分

利用者負担相当額合計対象レセプト件数合計猶予受給者数合計

費用額
合計

自己負担
相当額

特入
申請
区分

サー
ビス
区分

震災前
負担

限度額

費用
単価

特定入所者介護サービス負担限度額
サービス
コード

台帳
有無

日数
被保険者

番号
被保険者名 事業所番号 様式



保険者番号 XXXXXX
保険者名

食事 個室 準個室
従来型

特
従来型
老・療

多床室

0000000001 ｶｲｺﾞｲﾁﾛｳ 9970010051 様式第８ 595111 3 1 650 1,640 1,310 820 1,310 320 650 1,380 31 42,780 20,150
0000000001 ｶｲｺﾞｲﾁﾛｳ 9970010051 様式第８ 595123 3 1 650 1,640 1,310 820 1,310 320 820 1,150 31 35,650 25,420
0000000002 ｶｲｺﾞｼﾞﾛｳ 9970010052 様式第９ 595211 3 1 390 820 490 420 490 320 390 1,380 31 42,780 12,090
0000000002 ｶｲｺﾞｼﾞﾛｳ 9970010052 様式第９ 595222 3 1 390 820 490 420 490 320 490 1,640 31 50,840 15,190
1000000001 ｺｸﾎﾊﾅｺ 9970010051 様式第８ 595111 3 2 300 820 490 320 490 0 300 1,380 31 42,780 9,300
1000000001 ｺｸﾎﾊﾅｺ 9970010051 様式第８ 595124 3 2 300 820 490 320 490 0 0 320 31 9,920 0

負担限度額が０円となった受給者の猶予された負担限度相当額一覧表（負担軽減対象者）

（
記
載

例
）

平成23年03月サービス分
猶予受給者数合計 対象レセプト件数合計 利用者負担相当額合計

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 999,999 999,999 999,999,999

被保険者
番号

被保険者名 事業所番号 様式
サービス
コード

台帳
有無

費用額
合計

自己負担
相当額

特入
申請
区分

サー
ビス
区分

特定入所者介護負担限度額(平成23年2月末時点） 震災前
負担

限度額

費用
単価

日数

特定入所者介護サービス費情報から取得

「費用単価」「日数」「費用額」を表示

２月末時点の受給者情報の内容

請求を行ったサービスコードに対

応する２月の台帳の負担額を参照

する。

特定入所者介護サービス費の利用者負担額

（国に請求する際に必要となる金額）

特定入所者介護サービス対象者（第１～３段

階）の利用者負担額

（国に請求する際に、確認が必要な項目）

※自己負担相当額について、保険者にて確認を行い、

国へ請求してください。



保険者番号 XXXXXX
保険者名

食事 個室 準個室
従来型

特
従来型
老・療

多床室

1000000002 ｺｸﾎｲﾁｺ 9970010051 様式第８ 595111 1 1,380 31 42,780 42,780
1000000002 ｺｸﾎｲﾁｺ 9970010051 様式第８ 595124 1 320 31 9,920 9,920
1000000005 ｶｲｺﾞｺﾞﾛｳ 9970020053 様式第１０ 595311 ● 1,380 20 27,600 27,600
1000000005 ｶｲｺﾞｺﾞﾛｳ 9970020053 様式第１０ 595324 ● 320 20 6,400 6,400
1000000006 ｺｸﾎﾀﾛｳ 9970010024 様式第３－２ 592411 1,380 4 5,520 5,520
1000000006 ｺｸﾎﾀﾛｳ 9970010024 様式第３－２ 592424 320 4 1,280 1,280

利用者負担相当額合計
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 999,999 999,999 999,999,999

負担限度額が０円となった受給者の猶予された負担限度相当額一覧表（一般）
平成23年03月サービス分

猶予受給者数合計 対象レセプト件数合計

被保険者
番号

被保険者名 事業所番号 様式
サービス
コード

台帳
有無

費用額
合計

自己負担
相当額

（
記
載

例
）

特入
申請
区分

サー
ビス
区分

特定入所者介護サービス負担限度額 震災前
負担

限度額

費用
単価

日数

特定入所者介護サービス費情報から取得

「費用単価」「日数」「費用額」を表示

２月末時点の受給者情報の内容

特定入所者介護サービス費の利用者負担

額

（国に請求する際に必要となる金額）

一般の方（第4段階）の利用者負担額

（国に請求する際に、確認が必要な項目）

※自己負担相当額について、保険者にて確認を行い、

国へ請求してください。



（参考様式１）

市町村長　殿

〒 －

電話番号

東日本大震災に対処するための特別の財政支援及び助成に関する法律第90条第１項により支給される

 補助について、被保険者に代わり、請求します。

（　　　　年　　　月分）

※1 サービスコード欄の上欄には、食費に該当するコードを、下欄には居住費（滞在費）に該当するコードを

ご記入ください。

※2 第４段階に該当する場合は、基準費用額をご記入ください。

※3 上記内容を確認できる書類を添付してください。

保険者番号

請
求
事
業
者

事業所名称

所在地

㊞

連絡先

負担
　限度額※2

担当者

介護保険施設等の食費及び居住費等に関する補助に係る請求書

事業所番号

被保険者番号 自己負担相当額被保険者名 回数
日数

サービスコード※1

合　　計



（参考様式２）

　　年　　　　月　　　　日

市町村長　殿

　㊞

〒 （電話）　

　※上記金額を証明する領収証を添付してください。

　上記の食費・居住費等に関する補助は、下記の口座に振り込んでください。

（フリガナ）

　※　本人名義の口座を指定してください。

性別

金融機関名 店舗名 種目 口座番号

1 普通預金

2 当座預金

3 その他

フリガナ

支
払
金
額

合  計

　　　年　　　月分

　　　年　　　月分

　介護保険施設等の食費・居住費等に関する補助の支給を受けたいので、次のとおり申
請します。

明 ・ 大 ・ 昭

　　　年　　　月　　　日

男　・　女

申
請
者

［
被
保
険
者

］

生年月日

住　　所

介護保険施設等の食費及び居住費等に関する補助に係る支給申請書

　　　年　　　月分

　　　年　　　月分

氏　　名

金融機関コード 店舗コード

口
座
振
込
依
頼
欄

口座名義人

被保険者番号

　　　年　　　月分

円

円

円

円

円

円

円

　　　年　　　月分



 
 

事  務  連  絡 

平成２３年６月３０日 

 

各都道府県介護保険担当主管部（局）  御中 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課  

 

 

 東日本大震災により被災した被保険者に対する利用者負担の免除等の措置  

に係る 7月 1 日以降の取扱いの周知について 

 

 

東日本大震災により被災した方等への必要な介護保険サービスの確保については、多

大なご配慮、ご尽力をいただき、厚く御礼申しあげます。 

今般の東日本大震災による被災者の方々の被保険証の提示及び利用者負担の免除等

については、「東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用者の免除

等の運用について」（平成23年５月16日付け老介発0516第１号）及び「東日本大震災に

よる被災者に係る利用料等の取扱いについて」（平成23年５月16日付け事務連絡）でお

示ししているとおり、一部の市町村を除き平成23年７月１日から介護事業所等に被保険

者証及び免除証明書等の提示が必要となるところです。 

この度、周知文書案及び周知用リーフレットを作成しましたので、広報誌掲載等、被

保険者に対する周知にご活用いただけますよう、管内市町村やサービス事業所等に対す

る連絡等について特段のお取り計らいをお願いいたします。 

 

 



平成２３年７月１日から介護保険施設、介護事業
所等での取扱いが下記のように変わります。 

介護サービスを利用される被災者の方々へ  厚生労働省 

１．介護サービスを受ける際には、介護事業所等に「保険 
 証」(被保険者証)の提示が必要になります。 

２．利用者負担等が免除等となるためには、利用者負担の  
「免除証明書」等の提示が必要となります

 平成２３年７月１日からは、利用者負担の免除証明書等の提示が必要となりますので、
市町村（保険者）に申請して下さい。 
 ・免除となるのは、平成24年２月29日までです。（介護保険施設等の食費・居住費 
  等の減免は平成23年８月31日までを予定） 
 ・なお、免除の対象となる方で、免除証明書等を提示できず利用者負担等を支払った 

方 支払 た利用者負担等 還付を受け とが きます 申請を 願

 「免除証明書」等の提示が必要となります。 

  方は、支払った利用者負担等の還付を受けることができますので、申請をお願いし  
  ます。 
〈利用者負担が免除される方〉 
 （１）災害救助法の適用地域（東京都を除く）や被災者生活再建支援法の適用地域の住民 
   （地震発生後、他市町村へ転出した方を含む）であり、 
 （２）以下のいずれかに該当する方 
    ① 主たる生計維持者が住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた方住 著 害
    ② 主たる生計維持者が死亡し又は心身に重大な障害を負け、若しくは長期間入院し収入 
      が減少した方 
    ③ 主たる生計維持者の行方が不明である方 
    ④ 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方 
    ⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 
    ⑥ 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に 
     関する指示の対象となっている方
    ⑦ 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方 

 
 
 
 
 

県名  市町村名  提示が必要となる日 

岩手県 
釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町  平成２３年   ８月  １日 

宮古市  平成２３年   ９月  １日 

※ ただし、以下の市町村の方は、右欄の日から免除証明書等の提示が必要となります。 

  
 
 

 
宮城県 

女川町、東松島市  平成２３年 ８月  １日 

塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町  平成２３年   ９月  １日 

石巻市、南三陸町  平成２３年 １０月  １日 

郡山市、南相馬市  平成２３年   ８月  １日 

白河市 平成２３年 ９月 １日

◎市町村への保険証や免除証明書等の申請を忘れずに。  
 申請の方法等のお問い合わせは、市町村の窓口にお願いします。 

福島県 
白河市  平成２３年   ９月  １日

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江
町、葛尾村、飯舘村 

免除期間終了まで 
免除証明書は不要 



（別添） 

文書案１（約１００文字） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文書案２（約２００文字） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東日本大震災により被災された被保険者の方へ 

７月１日からは、介護事業所等に被保険者証の提示が必要になります。また、

利用者負担の免除等を受けるためには、一部の市町村を除いて、免除証明書等の

提示が必要です。被保険者証や免除証明書等の交付をまだ受けていない方は、お

早めに市町村にご相談下さい。 

東日本大震災により被災された被保険者の方へ 

７月１日からは、介護事業所等に被保険者証の提示が必要になります。また、

利用者負担の免除等を受けるためには、一部の市町村を除いて、免除証明書等の

提示が必要です。被保険者証や免除証明書等の交付をまだ受けていない方は、お

早めに市町村にご相談下さい。 

なお、利用者負担の免除等の対象となる方で、免除証明書等を提示できず利用

者負担等を支払った方は、申請すれば支払った利用者負担等の還付を受けること

ができます。 



文書案３（約５００文字） 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災により被災された被保険者の方へ 

７月１日からは、介護施設や介護事業所等に被保険者証の提示が必要になりま

す。また、利用者負担の免除等を受けるためには、一部の市町村を除いて、免除

証明書等の提示が必要です。被保険者証や免除証明書等の交付をまだ受けていな

い方は、お早めに市町村にご相談下さい。 

7 月 1 日以降も免除証明書等の提示が不要となるのは、岩手県宮古市・釜石市、

大船渡市・陸前高田市・大槌町・山田町、宮城県女川町・東松島市・塩竈市・多

賀城市・松島町・七ヶ浜町、利府町・石巻市・南三陸町、福島県広野町・楢葉町・

富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・飯舘村・郡山市・白河市・

南相馬市にお住まいの方です。これらの地域の方について、いつから免除証明書

等の提示が必要となるかは、お住まいの市町村にご照会下さい。 

利用者負担の免除等の対象となる方は、災害救助法の適用地域（東京都を除く）

や被災者生活再建支援法の適用地域の住民（地震の発生以後、他市町村へ転出し

た方を含む）であり、以下のいずれかに該当する方です。 

① 主たる生計維持者が住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け

た方 

② 主たる生計維持者が死亡し又は心身に重大な障害を負け、若しくは長期間入

院し収入が減少した方 

③ 主たる生計維持者の行方が不明である方 

④ 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方 

⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 

⑥ 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区

域に関する指示の対象となっている方 

⑦ 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方 

なお、利用者負担の免除等の対象となる方で、免除証明書等を提示できず利用

者負担等を支払った方は、申請すれば支払った利用者負担等の還付を受けること

ができます。 


